
58 MAY 2019

現在，NHKは公共放送から「公共メディア」への転換をめざしている。本稿ではその先行例である欧州の「公共
サービスメディア＝Public Service Media（以下，PSM）」のデジタル戦略のこれまでの展開，またそのオンライン・
サービスの現状と課題を，ヨーロッパ放送連合（EBU），Reuters Instituteなどの発行する文書，研究調査などか
ら検証した。その結果，現在，欧州PSMは，メディア消費のモバイル化やSNS等の商用プラットフォームへの移行，
また若年層のニーズの変化，GAFA（Google，Amazon，Facebook，Apple）等によるAI，ソーシャル・ビッグデー
タ解析等の技術のメディア市場への導入とオンライン・メディア市場の寡占化，SVODサービスの高度化などのメディ
ア環境の激変によって，その視聴シェア，市場競争力の低下，若年層の「PSM離れ」の加速等の困難な状況に直面
していることが確認された。これに対しEBUは，「サービスのパーソナライゼーション」を核とする新たな双方向オ
ンライン・サービスの開発と，コンテンツ形式，制作・配信技術，組織文化の抜本的構造転換をめざすイノベーショ
ンを展開しようとしている。本稿では欧州PSMのイノベーション，オンライン・サービス開発構想をEBUの戦略文
書等から検証し，その可能性と限界について考察する。

欧州“公共サービスメディア”の
デジタル戦略
～そのオンライン・サービス構想の展開と課題～

メディア研究部　伊吹　淳　

1. はじめに：本稿の問題意識と目的

現在，世界的にメディア消費のモバイル化や
コンテンツ流通のSNS等の商用プラットフォーム
への移行が進み，さらにはグローバルIT企業
であるGAFA（Google，Amazon，Facebook，
Apple）等によるAI，ビッグデータ解析技術等
の先端テクノロジーのメディア市場への導入が， 
メディア環境と人々のコミュニケーション形式を
劇的に転換させている。その中で世界的に公
共放送の「放送」と「オンライン・サービス」の
シェア，プレゼンスが低下傾向にあり，特に若
年層の「公共放送離れ」の加速がさまざまな調
査から明らかになっている1）。こうした事態は，

将来的に公共放送の基本的な公共サービスの
履行を困難にするリスクを生じさせている。一
方で英BBCをはじめとする欧州各国の公共放
送は，デジタル化に伴うメディア環境の変化に
対応するために十数年前から「公共サービスメ
ディア＝Public Service Media（以下，PSM）」
への転換を試み，配信化などのインターネット
展開，新たなテクノロジーの導入を進めてきた。
しかし現在，欧州PSMは，GAFA等によるオ
ンライン・メディア市場の寡占化，配信支配，
個人データ等の技術的独占，サービスの高度
化などの影響によって，新たなイノベーションや
サービス開発の停滞を余儀なくされており，ヨー
ロッパ放送連合（EBU：56か国参加）はこうし
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た状況に対し，強い危機感を表明している2）。
本稿ではまず，現在，NHKが公共放送から

「公共メディア」への転換を進めている状況を念
頭に，そもそも欧州で「公共放送からPSMへ
の転換」がどのような目的，構想のもとに企図
されたのかを確認する。その際，先行研究とと
もに，2007年当時「PSM化」を公式に承認し
た欧州評議会の「勧告」3）を基礎資料とする。
次にそこから十数年を経た現在の欧州PSMの

「現状」を，EBUやReuters Institute等の調査
データから確認する。そのうえで前述したEBU
が持つ「危機感＝課題認識」が具体的にどのよ
うな内容で，また，EBUはそれらに対しどのよ
うな対応戦略（イノベーション）をとろうとして
いるのかを，EBUの戦略文書「Our Strategic 
Objectives（2017）」4）から確認する。そのとき，
対応戦略のもう一つの分析視座として，PSM
経営層に向けたEBUの戦略文書「PSM in the 
21st Century （2016）」5）で指摘された，欧州
PSMのイノベーション（特に双方向のパーソナ
ル・サービスの開発と，関連する組織構造の転
換等について）の停滞と，その阻害要因につい
ての検証を行う。その目的は今後の日本におけ
る「公共メディア化」の参照点として，現在の
欧州PSMのデジタル戦略の課題を構造的に理
解することにある。最後に，今後のPSMのイノ
ベーションの可能性について若干の考察を試み
たい。以下に本稿の構成を示す。

本稿の構成
1. はじめに：本稿の問題意識と目的

2. PSMとは何か？

2–1 初期欧州PSM構想における
オンライン・サービスの理念と目的

2–2 初期欧州PSM構想における

 オンライン・サービスの具体的内容
2–3 〈小括〉初期欧州PSM構想における

オンライン・サービスの特徴とリスク
3. 欧州PSMの現状と課題

3–1 現状：欧州PSMの放送と
オンライン・サービスへの接触状況

3–2 〈小括〉欧州PSMの現状とリスク
4. EBUの課題認識と対応戦略

4–1 EBU「Our Strategic Objectives 2017」
4–2 〈小括〉欧州PSMの

個人化サービス開発構想の反復と停滞
5. 欧州PSMのパーソナル・サービス開発の

阻害要因の検討

5–1 「個人化公共サービス」開発の
外在的阻害要因

5–2「個人化公共サービス」開発の
内在的阻害要因

5–3 〈小括〉
欧州PSMの「個人化公共サービス」開発
に関するイノベーション停滞の構造

6. おわりに：
PSMの未来のイノベーションのために

6–1 全体総括
6–2 PSMの未来のイノベーションのために

2. PSMとは何か？

2-1 初期欧州PSM構想における
     オンライン・サービスの理念と目的

本章では，欧州公共放送の2007年当時の
「公共放送からPSMへの転換」構想と，そこ
で規定されたオンライン・サービスの理念とそ
の目的（付託任務）について具体的に確認す
る。前提として当時すでにイギリス，フランス，
ドイツなどの公共放送は，「同時配信，オンデ
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マンド配信」とそのプラットフォームの整備をほ
ぼ完了していたことに留意されたい。以下では
まず，当時なぜ公共放送からPSMへの転換が
要請されたのか，その目的と背景について米倉

（2007），山腰（2016），中村（2016）6）などを
参照し，概観する。

まず当時，どのような目的で「公共放送から
PSMへの転換」が企図されたかを確認する。

PSM構想の目的

当時のPSM論は「公共放送のリニューアル
を志向する議論」（山腰2016）であり，その目
的は，当時公共放送が直面していたさまざまな
課題や圧力を，デジタル技術の活用と新たなオ
ンライン・サービスの開発によって打開し，そ
の公共的機能をデジタル空間にまで拡張するこ
とであった。それによりネットワーク時代の視
聴者，特に若年層の関心を喚起し，彼らのコ
ミュニケーションやサービスへのニーズも満た
すことができる「公共サービスメディア」へと進
化する，というものだった。次に当時，欧州で
PSM構想が要請された背景について概観する

（「　」内は引用）。

PSM化の背景（2007年当時）

①社会・政治的背景

「グローバル化や社会の複雑化の進展，消費
主義や個人主義の台頭，それらと連動した既存
の公的な制度やコミュニティに対する帰属意識 
や信頼性の低下」（Blumler 1998）7）（山腰2016）。
② 経済・市場的背景

グローバル化・規制緩和に伴うメディア・コン
グロマリットの統合拡大，異業種参入による市
場競争の激化，欧州金融危機（2008～）の影
響による公共放送の財源縮小，商業セクターか

らの民業圧迫論による公共放送の正当性や公
的財源負担への批判の高まり（制限論，不要
論）等。
③技術的背景

地上波放送のデジタル化やブロードバンドの
普及等によるオンデマンド配信の拡大，放送
と通信の融合によるマルチメディア化の加速，
携帯電話や双方向サービス（掲示板，ブログ，
チャット等）の普及，Facebook，Twitterなど
のソーシャルメディアの世界的な普及拡大によ
る，若年層のメディア接触行動の変化。
④ 当時の欧州公共放送の課題と危機

公共放送のシェア・影響力・市場競争力の低
下，若年層の“公共放送離れ”の加速，財源縮
小によるサービス低下，経営の商業主義化によ
る視聴者の信頼低下，時事・教養・教育番組
の減少，マイノリティー・サービス，地域サービ
スの弱体化等。

当時，欧州公共放送はこれらの課題と危機
に対応するため，オンライン・サービスを積極
的に開発しようと努力していたが，欧州では放
送のデジタル化やオンデマンド化が公共放送主
導で進められたこともあり，商業放送や商用メ
ディアからは，PSM化によってさらなるオンライ
ン・メディア市場への拡大に対する懸念も強まっ
ていた。そうした中，欧州評議会（Council of 
Europe）8）は，その勧告（2007）9）で「情報社会
における公共サービス任務を再確認し，公共放
送が新しいコミュニケーションプラットフォーム
に適切なコンテンツを提供することを承認した」

（中村2016）が，その理由を欧州評議会の勧告
では「今日の情報社会においては公衆，特に
若い世代はそのコンテンツとコミュニケーション
へのニーズを満足させるために，伝統的メディ
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アを犠牲にして，ますます新たなコミュニケー
ション・サービスに向かっている」からであると
し，「（オンラインでの）公共機関の使命とその
サービスのプレゼンスをあらゆるプラットフォー
ムにおいて確保するために“PSM”が出現する」
と宣言している。

2-2 初期欧州PSM構想における
　オンライン・サービスの具体的内容

本節では，2007年時点で欧州評議会が承認
し，規定したPSMのオンラインでの公共サービ
スの「使命（付託任務）」とその具体的な内容を
みていこう。
「欧州評議会勧告（Recommendation CM/

Rec 2007.3）」（以下，勧告）に明記された付託
任務は，以下のとおりである。

PSMの付託任務

①すべての国民，市民が利用できる，参照点
となること。　

②すべての個人，集団，コミュニティーを統合
する社会的結束の基盤となること。

③不偏不党かつ独立性に基づく情報，および
高い倫理基準と品質を備えた革新的で多様
性に富むコンテンツを提供すること。

④多元的な公共的議論のフォーラムを提供し，
より広範囲にわたる個人の民主的参画を促
進すること。

⑤欧州の視聴覚作品の創造と生産に貢献し，
欧州各国の文化遺産の多元性の評価と普及
に貢献すること。

PSMのオンライン・サービスの具体的内容

（2007）　
次に，「勧告」に示されたPSMのオンライン・

サービスの具体的な内容を確認する。
「勧告」ではPSMのオンラインでの任務遂行

の前提として，「目的に適した最先端の技術を
利用」し，すべての「新しいコミュニケーション・
プラットフォーム」に「適切なコンテンツを行き
渡らせること」を加盟国が保障するよう要請し
ている。これは，現在まで欧州PSMが進めて
きている「マルチ・プラットフォーム展開」の起
点となった記述である。

具体的なサービスは，以下の5点である
（「　」は引用）。

① 普遍的なアクセスが提供される，公衆すべ

てのメンバーの参照点となること

“ユニバーサル・サービス（あまねく誰にでも）”
として最初に，当時欧州PSMのデジタル戦略
の核とされた「パーソナル・サービス」について
説明されている（ⒶⒷⒸ符号は筆者）。
「PSMは，ユーザー行動の変化に対応し，

Ⓐ個人向けの双方向サービスとオンデマンド・
サービス，また同様に，Ⓑ“一般向け”および

“専門化された”コンテンツとサービスの双方
を提供できなければならない。これらはすべて
の世代を対象にする必要があるが，特に若い
世代に向けて，Ⓒ彼らの能動的なコミュニケー
ション形式を取り入れた“ユーザー生成コンテ
ンツ（User Generated Content）”の普及を促
進させるために，これまでとは異なる“参加型
スキーム”を確立する必要がある」

ⒶⒷでは，「個人向けの双方向サービス」と
「オンデマンド・サービス」が区別されている。
オンデマンド・サービスは当時，主要な欧州公
共放送ですでに実施されていた。双方向サービ
スとしては，2002年ごろから開始された「BBC 
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Online」等でコメント機能，メッセージボード，
チャットなどが提供されていた。当時の「パー
ソナル・サービス」という開発目標には，携帯
電話の普及によるモバイル化やSNSの普及な
どの影響から，それらのデバイス，コミュニ
ケーション・サービスを利用した若年層向けの
双方向コミュニケーション・サービス，マイノリ
ティー・サービス等が想定されていた 10）。Ⓒの

「ユーザー生成コンテンツの普及」を促進させ
る新たな「参加型スキーム」に関しては，2007
年がYouTubeの本格的稼働から2年目，また
Facebook，Twitterが世界的に普及し始めた時
期にあたることから，ユーザー生成コンテンツ
の普及はYouTubeが，参加型スキームはユー
ザー同士の双方向のコミュニケーションが可能
な公的ソーシャルメディアの開発がイメージされ
ていた 11）。

② 「社会的結束（すべての個人・集団・コミュ

ニティーの統合）サービス」の規定

▲

PSMは地域・地方・国家・国際的レベルで
の社会的結束の促進，共同責任感覚の育成
のために，新たなデジタル環境に適応すべき
である。

▲
PSMは新たなデジタル環境でも，「市場の
ギャップ（マイノリティー等のニーズへの供給
力の低下）を補完する」という伝統的公共放
送の重要な任務を維持すべきである。

▲

PSMは新たなプラットフォームでのプログラム
とサービスへのアクセスの可能性を高めるこ
とで，デジタルな社会的包摂を促進し，デジ
タル・デバイド（インターネット利用格差，情
報格差）の解消のために努力すべきである。

③ 公平で独立した情報と高い倫理と品質を持

つ，革新的で多様なコンテンツの提供

▲

PSMは，新しいコミュニケーション・サービス
においても断片化された社会の架け橋，社会
的・政治的疎外の減少，市民社会の発展の
ために，公平なニュースと時事番組，高い倫
理基準を持つコンテンツを提供すべきである。

④ 公開討論のフォーラム構築，市民の民主的

参加の促進

▲
（PSMは）新しい対話型技術を利用して，よ
り広い民主的な議論と参加を促進させる重
要な役割を果たし，市民の民主的プロセス
へのより多くの関与の機会を提供すべきであ
る。また社会の多様なアイデアや信念を反映
し，民主的な価値を広めるプラットフォーム
を構築すべきである。

⑤ 視聴覚作品制作，欧州文化遺産の多様性

の認識と普及のための貢献

▲

PSMは文化遺産の保護において特別な役割
を果たすためにデジタル・アーカイブを開発
するべきであり，将来の世代のために保存さ
れている資産をデジタル化し，より広い視聴
者がアクセスできるようにすべきである。

⑤では，欧州の現代史・文化史の重要な資
料としての公共放送のコンテンツ・資料をデジ
タル化し，視聴者（市民）の多元的なアイデン
ティティーに基づくそれぞれのニーズに応え，自
由なアクセスが可能なデジタル・アーカイブとし
て公開することが求められている。

以上，本節では2007年時点の欧州評議会
「勧告」による，初期PSM構想のオンライン・
サービスの理念とその具体的内容について確認
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した。次節では〈小括〉として，欧州PSMの
初期構想におけるオンライン・サービスの特徴
とそこに内包されるリスクについて，当時の研
究を参照し，確認する。

2-3 〈小括〉初期欧州PSM構想における
オンライン・サービスの特徴とリスク

2-3-1 オンライン・サービスの特徴

①「公共放送」の「使命＝付託任務」のオンラ
イン・サービスでの踏襲

2007年当時の欧州PSMの主なオンライン・
サービス構想およびその開発目標の共通の特
徴としてまず第1に挙げられるのは，個々のオ
ンライン・サービスに，伝統的な「公共放送」
の「使命＝付託任務」が，それぞれ割り当てら
れていることである。使命とは，具体的には
公共放送の「ユニバーサル・サービス（あまね
く誰にでも）」や「社会の多様性の反映」「社会
的統合」「市民の民主的参画」などである。こ
れにはもともと欧州評議会が「公共放送」を民
主主義，人権，市民権，表現の自由，固有の
文化の維持等のために必要不可欠な社会的装
置・制度と位置づけてきたことが反映されてい
る（中村2016）。
② 双方向「パーソナル・サービス」の開発構想

第2の特徴は，当時，双方向の「パーソナル・
サービス」の開発が，変化する若年層のメディ
ア利用パターンに対応するための中核的戦略と
考えられている点である。この内容について米
倉（2007）にならい，以下にNissen（2006）12）

を引用する。
「電子メディアの利用が徐々に放送のようなマ

スメディアから，個人向けのオンデマンド型に
移行するならば，できるだけ多くの視聴者への
サービスの到達を命題とする公共放送は，そ

の傾向に対応する必要がある。そうしなけれ
ば，公共メディアはますます多くの市民を失う
ことになる。25歳以下の視聴者のメディア利用
パターンの変化はその懸念が現実のものだとい
うことを示している」

ここでは“個人向けサービス”が若年層のメ
ディア利用パターンの変化に対応し，また公共
放送の“ユニバーサル・サービス（あまねく誰に
でも）”の維持，補完のために必要不可欠なも
のと考えられている。この“個人向けサービス”
の具体的内容について，米倉（2007）は同じく
Nissen（2006）をもとに，次のように説明して
いる。
「（個人向けサービスは）『個人化された公共

サービス（=personalized public service）』と
よばれ，個々の利用者が必要や好みに応じて
選択し利用する。その中心的な原理は『双方
向性』であり，『放送型』サービスではなく，
番組に付随または番組から独立したサービス
である。（中略）具体例としては，携帯電話向
けの災害情報など非常時の情報提供，番組と
関連したウェブやSNS等のサービス，インター
ネットを利用するオンデマンド型のアーカイブ，
オンラインゲーム等が挙げられる」

さらに米倉（2007）はこの「個人化された公
共サービス」が，それまでの公共放送の「ユニ
バーサル・サービス（あまねく誰にでも）」概念の

「拡大解釈」として構想されていることの説明と
して，以下のJakubowicz （2006）13）を引用して
いる。
　「コンテンツのユニバーサリティは（中略）総
合的なチャンネル（大衆的・娯楽的番組も含め）
の基本的な供給と，すべてのメディア形態を
通じて提供されるサービスによるユニバーサリ
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ティとして理解されるべきである。そして後者に
は，特定の視聴者向けに専門化され，カスタマ
イズされたサービス（中略）も含まれる」

以上のように，初期PSM構想の「パーソナ
ル・サービス（個人化された公共サービス）」は，
若年層へのリーチを主な目的とした「放送」を
補完する「ユニバーサル・サービス（あまねく誰
にでも）」であり，また同時に特定の個 人々や集
団のニーズに対応する「パーソナル・サービス」
でもあるという，内容的にある種の背反する性
格を持つ，二重の役割を担うものとして構想さ
れていた。

2-3-2 初期PSMのオンライン・サービス構想

に内包されるリスク

米倉（2007）は，以上のような当時の初期
PSM論，オンライン・サービス構想に内包され
るリスクについて，次の4点を指摘している。
1.商業放送のビジネスモデルへの接近
2.市場の論理への回収
3.集団分極化・個人化の加速（「個人化・公共

サービス」の矛盾）
4.デジタル・デバイドの拡大

以下，米倉による説明を順に要約しながらみ
ていこう（文責は筆者，「　」内は引用）。

1.商業放送のビジネスモデルへの接近

米倉は当時の欧州PSMが，アメリカの商業
放送が試みていたさまざまな双方向のオンライ
ン・サービス（視聴者との意見交換や番組関連
SNS）等と同種のサービスを行うことになれば，
商業目的のサービスとの競合がインターネットで
も反復され，公共放送が直面してきた市場シェ
アや影響力の低下という問題は，オンライン化

によっても解決されないというリスクを指摘して
いる。さらにこうした市場的競合は，商業セク
ターからのPSMの業務範囲限定論（放送のみ）
や縮小論（「市場の失敗」14）の補完のみ）の強
まりを招くおそれがあるとし，当時の欧州公共
放送事業者のPSM化への期待の中に，技術
決定論的な楽観主義が存在し，「番組やサービ
スをネット配信すれば，若年層の視聴率や支持
を回復できるといった想定は，あまりに安直で
ナイーブな期待と言わざるを得ない」と結論づ
けている。

2.市場の論理への回収

米倉は，インターネットは，地上放送のよう
に公的な規制がなく，強く市場原理が作用す
る世界である，として，そこでのPSMの「公共
サービス」の使命（普遍性，多様性の維持等）
の遂行の困難を指摘している。具体的にはイン
ターネットではITなどの異業種からのメディア
事業への参入，グローバル・メディア・コング
ロマリットなどとの市場競争が避けられず，そ
の中でPSMの「公共サービス」が競争力，影
響力を維持できるのか，という問いである。ま
たそうした市場競争が PSMの番組やサービス
の「商業主義志向・娯楽志向」を強め，PSM
が「文化や芸術の消費のための新たな場」の一
提供者とみなされることの危険性を指摘してい
る。さらにオンラインでは，情報・サービスの
寡占化や一極化（大手ブランドへの集中）が進
み，「番組・情報の多様性やローカリズムの実
現・維持はますます困難になる」可能性が指
摘されている。

3.集団分極化・個人化の加速

米倉（2007）は，前項で触れた「個人化さ
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れた公共サービス」について，欧州PSMが当
時オンラインでのメディア消費のトレンドであっ
た，ユニバーサル・サービスからパーソナル・
サービスへという流れに乗って，特定の集団や
個 人々のニーズにカスタマイズされた「個人化さ
れた公共サービス」を行うことには「重大な矛
盾が含まれている」とする。その具体的内容は

「個人化された公共サービス」によって「個人の
趣味・嗜好に基づいて取捨選択される状況を
前提にサービス提供が行われるならば（中略）
情報の多様性は，『商品』の選択肢としての多
様性という水準で受容・消費されることに終始
してしまう」というものである。また「個人化さ
れた公共サービス」は，C.Sunstein15）などの研
究によって早くから指摘されてきた，インター
ネットやソーシャルメディアが生み出す弊害とし
ての「集団分極化」「個人化」などの社会的傾
向を加速させ，PSMの公共的機能（社会の多
様性の反映，社会的統合等）の「自己放棄に
繋がりかねない」ものであると指摘している。

4.デジタル・デバイドの拡大

前節でみたように，2007年当時の欧州PSM
のオンライン・サービス構想は基本的に「公共
放送」のユニバーサル・サービスのオンライン
への拡張という側面を持ち，放送だけでなく，
インターネットなどの「一定以上の普及率」を持
つあらゆるメディアやプラットフォームを利用し
て，「総体」としてPSMのリーチの拡大が達成
されると考えられていた。これは現在のPSM
の“マルチ・プラットフォーム展開”の理念であ
る。米倉はこのPSMのサービスのオンライン
への拡張自体が「デジタルデバイドの拡大」を
引き起こすリスクを指摘している。米倉は当時
のデータから，インターネットの普及率とその

利用率にギャップがあることを示し，またその
「利用」の割合が「若年層，高学歴，高収入，
大都市圏」などで高いことから，公共放送のオ
ンライン化が，インターネットの利用率の高い人
と低い人の間のデジタル・デバイドを拡大させ
るリスクがある，と指摘している。

これについて付言すると，現在EU圏では，
全年代層のインターネットの利用率が高まって
いるため，「利用率による情報格差」自体は
減少していることが推測されるが，GAFA，
Netflix等の「個人化＝自動最適化技術」の高
度化による新たな形式のデジタル・デバイドが
生成されていることが，最近の調査から判明し
ている16）。これについては後述する。

以上，米倉による2007年の時点での欧州
PSMのオンライン・サービス構想の批判的分析
から抽出された「4つのリスク」を概観した。次
章ではこれらを踏まえ，十数年を経た現在の
欧州PSMの「現状」について，データをもとに
検証し，これらの初期PSM構想のリスクが現
在どのように顕在化あるいは変化，解消されて
いるかを確認していく。

3. 欧州 PSM の現状と課題

3-1 現状：欧州PSMの放送と
　  オンライン・サービスへの接触状況

本節では，前章でみた欧州PSM初期構想
のもとで開始されたオンライン・サービスが，
十数年を経た現時点でどのような状況にあるの
か，その公共的使命はどの程度達成されてい
るのか，実際のデータから確認する。



66 MAY 2019

データ①：欧州PSMのテレビの週間リーチ（15

分以上の連続視聴）および全視聴時間におけ

るPSMのシェア

まず全体状況を知るためにEBUの46か国
調 査「Audience Trends: Television 2018」17）

による欧州PSMの「放送（テレビ）」への現在
の接触状況をみてみよう。

欧州市民のPSMの放送（テレビ）への週間
リーチは全体で64%となっており，5年間で5%
減少している。若年層（16～34歳）は39%と
なり，5年間で10.5%の減少というショッキング
なデータとなった。これは若年層の6割が，1
週間に1度もPSMのテレビを視聴しないことを
示し，欧州の若年層の「公共放送離れ」が，危
機的なレベルで現在も進行中であることがわか
る。また全テレビ視聴時間の中のPSMのシェ
は全体で24%，若年層の場合は16%という結
果になった。

データ②：テレビのライブ視聴，タイムシフト

視聴の割合

このデータはPSMだけでなく，欧州のテレ
ビ視聴全体のものなので，PSMについては参
考値となるが，ここからは一般的なテレビ視聴
でのオンデマンド配信へのニーズをとらえること
ができる。

欧州市民のテレビ視聴の中でのライブ視聴
の割合は視聴全体の92%で，タイムシフトは
8%となっている。若年層も90%がライブ視聴
で，タイムシフトは10%となっている。現在も

「ライブ視聴」がテレビ視聴の主流であることは
変わっておらず，オンデマンド配信へのニーズ
は10%前後にとどまっている。これは2007年
当時，欧州の公共放送事業者・研究者の間で，

「2020年にはテレビのオンデマンド視聴が5～7

割に達する」18） という予想が複数なされていた
ことと対照的な結果である。ここで注意すべき
は欧州の視聴者が「放送はリアルタイムの“放
送”で視聴することを好む」ことの意味である。
この点については，このあとの小括で触れるこ
とにしたい。

データ③：OTTの欧州・視聴覚コンテンツ市

場への影響（イギリス）

OTTについては，英情報通信庁の「First 
annual Media Nations report 2018」によるイ
ギリスのみのデータを参照する19） 。理由は，若
年層のOTT視聴とテレビ視聴の最新動向が比
較調査されていることによる。なお，イギリス
は欧州で最もPSM（BBC）の影響力やシェア
が（若年層にも）強い国の一つであることを考
慮されたい。またOTTの定義はさまざまであ
るが，ここでは調査に即し，「インターネット経
由での視聴覚コンテンツの配信（有料・無料
を問わず）」に限定する。

イギリスの若年層のOTT視聴

▲

イギリスの若年層（16～34歳）はOTTコン
テンツを1日に2時間37分視聴する。テレビ
コンテンツ視聴の2時間11分を初めて上回っ
た。全人口のOTT視 聴は1時間28分で，
若年層のほぼ 2分の1。

▲

若年層が最も多く消費したOTTコンテンツ
は，YouTubeの1日59分， 続 いてSVOD20）

の30 分という結果になった。
イギリスのSVOD市場の推移

▲

2017（Q1）～2018年（Q1）の1年間で，Amazon 
Prime Videoの契約者は32.7%増加して480
万人。Netflixの契約者は32.2%増加して910
万人となり，市場シェアのトップとなった。
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イギリス全体では2018年（Q1）時点でSVOD
契約者は1,540万人となり，全世帯の39.3%が，
少なくとも1社のSVODと契約していることがわ
かった。イギリスにおいてもアメリカのグローバ
ルメディア企業によるOTTサービスが普及し，
視聴覚コンテンツ市場への影響が徐々に増大し
ている。また，若年層のOTT視聴時間が放
送を上回ったことから，今後もOTT，SVOD
のシェアが拡大すれば，低下し続けている若年
層のPSMへのリーチにも影響することが予想さ
れる。

以上の欧州PSMの「テレビ視聴」「OTT・
SVOD視聴」に関する調査からは，①現在も全
体・若年層ともにPSMの「テレビ視聴」のシェ
アが低下し続けていること，②全体・若年層と
もに「オンデマンド視聴」のニーズは限定的で，

「放送は放送（ライブ）でみる」傾向が強いこと，
③イギリスでは若年層（16～34歳）で「OTT
視聴時間」が「テレビ視聴時間」を上回ったこ
と，がわかった。PSM初期構想当時の課題

（シェア低下，若者離れ）はより深刻化している
といえる。

データ④： 欧州PSMの国別のオンラインと放

送のニュース接触率

欧州PSMのオンライン・サービスが現在
どのように受容されているかを，オンラインで
の「ニュースへの接触」に限定してみていく。
ニュースに限定する理由は，現在の欧州PSM
のオンライン・サービスが，放送の同時配信と
オンデマンド配信以外，ニュースサイト，ソー
シャルメディアへのニュース配信，ニュース・ア
プリが主流であること，またデジタル・ニュー
スの消費に関する詳細な調査「Digital News 
Report 2018」21） （以下，DN2018）を参照するこ

とによる。まず欧州PSMのオンライン・ニュー
ス配信の接触状況に関連する調査結果をみて
いこう。
「DN2018」では，各国のPSMおよび公共放

送のニュースへの接触について，調査対象者が
過去1週間でオンライン，放送のどちらで多く
接触したかを比較している。オンラインでのア
クセス率が最も高かったのは，英BBCの43%
を筆頭に北欧各国のPSMで3～4割となって
いる。ちなみにこれらの国々の放送でのアクセ
ス率は6～8割である。オンライン接触率の最
も低いグループは，独ZDFの7％を筆頭に，
仏France.TVが13％，伊Raiが18％などで，1
割未満から2割程度になっている。ちなみにこ
れらの国々では放送での接触率も相対的に低
く，4～6割程度である。また，PSMあるいは
公共放送だけを主要なニュースソースとしている
人の割合は，BBCの14%を例外として，ほと
んどが1～2％にとどまっている。

ここまでのデータに基づく，視聴者のオン
ラインでのPSM（ニュース）への接触について

「DN2018」は次のように分析している。

▲

PSM（or公共放送）のオンライン・ニュース
が一定の視聴者を惹きつけていることは事
実であるが，ほとんどすべての視聴者は広
範に放送を利用している。

▲

PSMを排他的にオンラインのニュースソース
にしている視聴者はごく少数であり，ほとん
どの視聴者が，ソーシャルメディアや商業オ
ンライン・メディアを併用している。

▲

PSMのオンライン・ニュースへの接触率は放送
の接触率と連動しており，このことから，将来
的にPSMの放送への接触率が低下すればオ
ンライン接触率も低下することが予想される。
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これらの知見からは，世界各国でPSMおよ
ぼ公共放送のオンラインでのニュース提供が，
ほとんどの視聴者にとって「放送」の補完的な
位置にとどまっており，またほとんどの視聴者
が PSMおよび公共放送のニュースと他の商業
メディア・ブランドのニュースを区別していない
ことがわかる。

データ⑤：オンライン・ニュースではテキスト，

動画のどちらをよく利用するか？

次に，同じく「DN2018」からオンラインでの
ニュースにテキストで接触するか，動画で接触
するかの比較調査をみる。

調査結果からは，対象国のすべてでオンラ
イン・ニュースの大半が「テキスト」で消費され，

「動画」は少ないことがわかった。「ほとんどが
テキスト」と答えた割合の最も高い国はフィンラ
ンドの92%，続いてイギリスの77%，スペイン
の71%と続く。このことは英 BBCなどのニュー
スサイト，アプリのコンテンツの大半が当初か
ら「テキスト中心」であることからも自明なこと
と思われる。しかしこのデータから，放送型の
リニアな「動画（ニュース）コンテンツ」が，オ
ンライン・ユーザーのニュース消費のニーズに
フィットしていないという事実を改めて確認す
ることは，今後のPSMのオンライン・サービス
を考えるうえで非常に重要である。なぜならこ
のことが，より一般的な「放送コンテンツ」全
般に関わる問題となる可能性を示唆するデー
タが存在するからである。それは英 BBCが
2016年に若者向けのBBC 3を停波し，完全に
オンラインに移行した結果に関するデータであ
る。田中（2018）22）のBBCの担当者への聞き
取りによれば，オンラインのBBC 3のコンテン
ツは8割が従来型の長尺番組，2割がソーシャ

ルメディア向けの短尺動画である。移行当初，
BBC 3へのリーチは3.5%であったが，2年後
には9%に達し，BBCはオンライン化を成功と
評価した。一方で，BBC 3の平均視聴時間が，
テレビ放送時代に比べて95%減少するという
ショッキングな調査結果が判明している。20
分の1である。この現象をどうとらえるかにつ
いてはさまざまな見方があり得るが，この事実
は，「放送コンテンツ」のオンラインでの需要に
対する根本的な問い直しの必要性，また，従
来型「放送コンテンツ」の同時配信やオンデマ
ンド配信が，「“放送”の見逃し視聴」以外の価
値を持つことの難しさを改めて示している。　

データ⑥：オンラインでは，どのような経路

（Gateway）でニュースに接するか？

次に，オンラインでのニュース接触の「経路
（Gateway）」について，「DN2018」の調査をみ
てみよう。ここにもPSMのニュース配信に関す
る「困難」のもう一つの局面が表れている。

全回答者の65%（35歳以下では73%）が，
直接，マスメディアのニュースサイトやニュース
アプリを利用するのではなく，「別の経路（Side-
door）」でニュースに接することを好んでいる。
別の経路とは，検索24%，ソーシャルメディア
23%，Email（メルマガ） 6%，モバイルアラート
6%，アグリゲーター（キュレーション）6%であ
る。また，回答者全体の53%が，検索エンジ
ンやソーシャルメディアなどのランキング，カス
タマイズ，キュレーションのようなアルゴリズム
駆動のインターフェースを好み，専門家（ジャー
ナリスト）によって編集されたインターフェース
を上回る結果となった。この調査からは，若
年層を中心にニュース消費は，SNSなどの商用
プラットフォームへの移行が拡大しており，ま
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たカスタマイズ，キュレーションなどの自動最
適化サービスが意識的に選択されていること
が改めて確認された。この傾向はSunstein，
Pariser23）らが早くから指摘してきたフィルター
バブル，社会の断片化，集団分極化などのリ
スクがさらに高まる可能性を示唆している。

3-2 〈小括〉欧州PSMの現状とリスク

本章では，近年の欧州PSMの放送とオンラ
イン・サービス（ニュース）の受容状況から，欧
州PSMの「現状」を概観した。ここでは小括
として，この欧州PSMの「現状」を，前章でみ
た米倉（2007）による「初期PSM構想のリスク」
の視点から検証する。米倉（2007）の挙げた
初期PSM構想が内包するリスクは次の4点で
あった。
1.商業放送のビジネスモデルへの接近
2.市場の論理への回収
3.集団分極化・個人化の加速
4.デジタル・デバイドの拡大

1, 2については，現在，世界の商業放送，
通信社，新聞社，オンラインメディアのほとん
どすべてが，ウェブサイト，主要なソーシャル
メディアのアカウント等によるマルチ・プラット
フォーム展開，アプリ配信など，PSMと同様
のサービスを実施しており，オンラインでのグ
ローバルな商業メディアとの競合・競争は激化
の一途をたどっている。またPSMのマルチ・
プラットフォーム展開は，必然的にGAFAなど
のプラットフォームの商業的配信技術のもとで
自動的に市場と融合化される状況になってい
る。同時に，PSMのコンテンツも商用プラッ
トフォームで流通すれば，自動広告配信，個
人データ収集のための媒体（＝商品）として

操作される。これらは前節でみたオンライン
のニュース接触の「商用プラットフォームへの
移行傾向」「商用メディアのニュースとPSMの
ニュースの区別の消失傾向」「ユーザーのカス
タマイズ，リコメンデーションへの選好」など
からも明らかである。3についても，最近の調
査・研究から，前述の自動最適化技術の浸透
やメディア消費の商用プラットフォームへの移
行傾向が必然的に「集団分極化」「個人化」を
加速させることが明らかになっている24）。4の

「デジタル・デバイドの拡大」については，AI
やデータ解析技術によるリアルタイムの自動最
適化技術の浸透によって，新たな形式の「デジ
タル・デバイド」が発生・拡大していることが，
Kalogeropoulos, Nielsen（2018）25） の調査か
ら明らかになっている（後述）。

以上から，米倉（2007）が12年前に指摘し
た初期PSM構想の内包するリスクは，現在，
すべての点において顕在化し，また関連テクノ
ロジーの急激な高度化によって，予想を超えた
範囲と強度でPSMの現状を危機的なものにし
ていると考えることができる。 次章では，こ
れらの危機的状況を，現在の欧州PSMがどの
ように認識し，対応しようとしているのかにつ
いて，EBUの戦略マニュフェスト（2017）をも
とに検証する。

4. EBU の課題認識と対応戦略

4-1 EBU「Our Strategic Objectives 2017」
EBUは2016年12月，長期戦略「Vision2020

（2014）」の改訂版となる「接続，成長，影響
力―戦略目標2017」（以下，戦略2017）を発表
した 26）。これには，2017年以降に欧州PSM
が直面するであろう主な課題と，それに対す
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る戦略目標が掲げられている。以下，これを
もとに，EBUが認識する「現在の課題」とそ
れへの「対応戦略」を確認する。「戦略2017」
では冒頭で，今後，欧州PSMの活動にインパ
クトを与えるであろう4つの顕著なトレンドを挙
げている。
① 接続された（Connected）社会と産業
② メディア産業のグローバル化
③ 才能と創造性のための競争
④ サービスのパーソナライゼーション

以下，順に「戦略2017」の説明をみていこう。

① 接続された社会と産業

トレンド「拡大する接続化社会」

▲

（インターネットに）接続されたデバイスを所
有する人の70%が活発にソーシャルメディア
を利用し，アプリを1日平均14回使用する。
／ 

▲

2017年にはブロードバンド接続世帯で，
1日平均8つのデバイスが使用されると予測
されている。／ 

▲
2020年にはすべての自動

車の95%がインターネットに接続される。／ 

▲

ネットワークでの活動能力，セキュリティー
技術が，デジタル経済を駆動する。

このようなトレンドが PSMにどのようなイン
パクトを与えるかについては，次のように述べ
られている。

インパクト

▲

視聴者の生活は多様なデバイスの利用とコン
テンツ消費，共有の方法によって変化し続け
る。／ 

▲

伝統的なコンテンツの形式はもはや
十分ではなく，新たな形式のコンテンツが提
供されなければならない。／ 

▲

ビッグデータ
解析を利用したユーザー個人との接続による

普及，共有，相互作用は不可欠である。／ 

▲

信頼に足る（公共）空間と情報源への増大
するニーズ，サイバーセキュリティーとデータ・
プライバシーは共通の課題である。

ここで注目すべきは，「伝統的なコンテンツ
の形式はもはや十分ではなく，新たな形式のコ
ンテンツが提供されなければならない」と明言
されていること，またビッグデータに基づく個
人ユーザーとの接続，特に双方向の個人化サー
ビスが今後の中核的サービスと考えられている
こと，さらに接続化された社会では，適切な
個人データ保護，サイバーセキュリティーなど
の技術が必須であり，それらを基盤にオンライ
ンでの信頼される公共空間，情報源となるこ
とが PSMの基本的な生き残り戦略であるとさ
れていること，である。

② メディア産業のグローバル化

トレンド「競争：新たな参入者が“力”を獲得する」

▲

内外のメディア産業の合併が「規模の経済」
と「市場占有率の拡大」をもたらす。／ 

▲

プ
ラットフォーム事業者，メディア事業者，制
作事業者の垂直統合。／ 

▲

新たな参入者で
あるApple，YouTube，Netflix，Amazon，
Spotifyの欧州視聴覚市場における強力な地
位の獲得。／ 

▲

グローバルなメディア事業
者による，ローカルな資源をグローバルに活
用する「グローカル（世界と地域の相互作用）」
への新たなアプローチの発明。

インパクト

▲

新たな非伝統的事業者による権力の獲得。
／ 

▲

PSMの市場的地位の弱体化，PSMの
「正当性」への挑戦。／ 

▲

スポーツ，映画，
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音楽産業のビジネスモデルの変化。PSMは
必ずしも彼らの好適なパートナーとはいえない

（例：オリンピック）。／ 

▲

既存のメディア（市
場）規制は，新たな現実に適合していない。
／ 

▲

メディア産業における最良の才能（技術
者，クリエーター，パフォーマー）は新たな
グローバル・プレーヤーとの協働を望む。

「メディア産業のグローバル化」がもたらす
PSMへの課題・危機としては，主にメディア
市場におけるPSMの競争力の低下を招く，異
業種からの新規参入・統合・合併等の動きが
挙げられている。GAFA等のグローバルIT企
業の参入によるOTT，SVOD等のサービスの
多様化，メディア消費，ビジネスモデルの転換，
イベント配信コストの高騰等によって，PSMの
市場シェアが低下し，その正当性（制度，公
的財源，付託任務）が揺るがされるという強
い危機感がうかがわれる。これらへの対応と
して「戦略2017」では，GAFAなどによる市場
や個人データの独占等に対するEUの制裁・課
税・規制の動きなどを背景に，EBUが，EUの
メディア規制や市場競争政策などに積極的に
関与し，GAFAへの規制強化やPSMへの新
たな制度的保護を行うよう要請していく，として
いる点が注目される。

次に，インターネットがメディア市場に与える
影響に関する課題が挙げられている。

③ 協働：変化を駆動する「新たなスキル」の

必要性

トレンド「インターネットの破壊的な力」

▲

インターネットは，コンテンツの普及と配給の
方法に関する「新たなルール（新たな個人化
の方法＝Netflix，YouTube）」に従う。／ 

▲

インターネットでは，膨大な情報が民主的な
力として利用可能であるが，同時にさらなる
プロパガンダをもたらす。／ 

▲
巨大な投資な

しに開発されたサービスによる新たな略奪者
の登場（「規模の経済（スケール・メリット）」

〈例：Uber，Airbnb〉）。

インパクト「新たな才能が違いを生む」

▲

伝統的なPSMのコンテンツ普及，伝送，配
信方法は挑戦されており，オンデマンド・メ
ディアとソーシャルメディアが成長する。／ 

▲

データ保護法への挑戦：既存のデータ解析
技術ではもはや（データ保護を）維持できな
い。／ 

▲

伝統的報道のアプローチとメディア
事業者としての組織的構造は，もはやその目
的にフィットしない。／ 

▲

PSMの役割はより
高品質なコンテンツ，創造性，キュレーショ
ンへと変化するだろう。

ここでは，「インターネットの破壊的な力」と
して，まずYouTube，Netflixが作り出す「コン
テンツの普及と配給の方法に関する新たなルー
ル（新たな個人化の方法）」（＝自動最適化，リコ
メンデーション等）が挙げられ，伝統的なPSM
のコンテンツ普及・伝送・配信方法はもはや通
用せず，パーソナライズされたオンデマンド・メ
ディアとソーシャルメディアが成長する，という
認識が示されている。また「P2P（利用者間の
直接的コンテンツ，サービス交換）」による配信
形式の変化のリスクなどが挙げられている。さ
らにインターネットやSNSでのプロパガンダや
フェイクニュースの大量流通，個人情報の不正
利用などに対し，既存の報道手法やメディアの
組織構造，データ保護法などではもはや対応
が不可能である，という認識が示されている。
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こうした変化へのPSMの対応として「戦略
2017」では，まず「プラットフォームやオーディ
エンスの変化に対応した“新たなデジタル・ス
トーリーテリング手法”の開発」を挙げている。
これは，例えばコンテンツをSNSのプラット
フォームごとに異なる形式に最適化して配信す
ることやデータ・ジャーナリズムへの取り組み
などをさしている。そのうえで「戦略2017」で
は，これまでどおりの対応ではPSMが新たな
メディア環境で生き残ることは困難であり，「新
たなスキル」が不可欠であるという認識が示さ
れ，そのためには伝統的な報道手法や放送局
としての組織文化の抜本的転換が必要である
とする。しかし「戦略2017」では，「新たなス
キル」「組織文化の転換」が何であるかは具体
的に示されておらず，「より高品質なコンテンツ，
創造性，キュレーション」という抽象的な表現と
ともに，各国PSM間の非競争的ネットワークで
の「協働」が呼びかけられるにとどまっている。

ただ，注目すべき記述として，「新しいスキル」
がインターネットによって変化する視聴者の期
待，すなわち「さらなる（個人化された）情報」

「さらなる（個人への）関与（involve）」「さらな
る（個人との）関係構築（engage）」に対応す
るものであることが示唆されている。ここで確
認すべきは，「戦略2017」では，PSMの未来
の生き残り戦略の中核となる「新たなスキル」が

「個人化サービスの高度化」とされていることで
ある。このことは④でさらに具体的に言及され
ている。

④ 創造性：多様性を反映する，より優れたパー

ソナライゼーションへ

ここでは，欧州PSMが「サービスの個人化」
を行う目的について，社会の多様性（diversity）

を反映するためであることが明言されている。
その社会的背景について，次のように述べられ
ている。

トレンド「人口動態の変化」

▲

2020年までにEU圏の1億5,000万人（16.5%） 
の市民が高齢者となる。／ 

▲

人口のおよそ
20%が外国出身の背景（両親が外国生まれ）
を持つようになる。／ 

▲

2020年までに，全
人口のおよそ4分の3が都市圏に居住するよ
うになる（全世界では56%にとどまる）。

このような人口動態の変化がPSMにもたらす
インパクトについては，以下のように述べられて
いる。

インパクト「断片化社会の複雑性の増大」

▲

伝統的配給チャンネル（＝放送）は依然とし
て必須であるが，オンラインのプラットフォー
ムはそれと同等の位置に成長する。／ 

▲

多
元的文化にターゲット化された，多様なプロ
グラミングへの要求が強まる。／ 

▲

マルチ・
デバイスに適応した，より個人化されたプロ
グラミングの提供，個別のコミュニティーの
ニーズへの対応。／ 

▲

断片化された視聴者
との関連性の維持のために，さらなる創造
性が要求される。

この「サービスのパーソナライゼーション」で
は，主に欧州の人口動態の変化，および断
片化する社会に対応するために，より多様化

（diversified）され，個人化されたサービスの
必要性が強調されている。そしてオンラインの
プラットフォームが放送と同等の重要性も持つ
ようになるとしたうえで，PSMは，多元的社会
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（すなわちマジョリティーとマイノリティー，高年
層と若年層，都市と地域）をつなぐ「社会的結
束（Social Cohesion）」と「公共圏」の構築に
貢献する，とされている。そして「戦略2017」
は，「より優れたサービスのパーソナライゼー
ション」の取り組みとその目的，理念について，
次のように結論づけている。
「（EU圏の）社会は，南から北へ，東から西

へと移動する移民の増大によって変化し続け
ている。そうした変化の中でインターネットは
PSMに，その中核的価値である“普遍性”“多
様性”の実現，また真正でユニークな公共サー
ビスを活性化させる機会を与えてくれている。
EBU各国はPSMの社会貢献を強化するため
に，それぞれのプラットフォームでの最良の実
践（パーソナライゼーション）と知識を今後も共
有していくべきである」

ここでは欧州PSMの困難な状況に対する
対応戦略の中心的コンセプトが明確に表明さ
れている。それはPSMの中核的価値とされ
る「ユニバーサル・サービス」と「多様性の社
会への反映」を，シェアの低下する「放送」だ
けでなく，「より優れた個人化」を行うオンライ
ン・サービスの実施によって実現する，という
構想である。そして「戦略2017」では，伝統的
なコンテンツ形式，制作・報道手法，組織構
造はもはやその目的を果たせず，そのすべての
抜本的構造転換と「新しいスキル（AI，ビッグ
データ解析などの技術導入）」と「創造性」な
くしては実現不可能であるという認識が，繰
り返し強調されている。

4-2 〈小括〉欧州PSMの
個人化サービス開発構想の反復と停滞

ここまでEBUの「戦略2017」をもとに，欧
州PSMの現在の課題認識とその対応戦略，イ
ノベーション構想を概観した。ここで示された
デジタル戦略，イノベーション構想の中心的コ
ンセプトは，社会の断片化・複雑化に対応す
る「より優れたパーソナライゼーション」であり，
その具体化が，ビッグデータ解析を利用した個
人との接続による「より個人化された情報の提
供」「個人への関与，関係構築」を行う「パー
ソナル・サービス」の開発とされている。これ
はGAFA，Netflixなどのパーソナル・サービス

（自動最適化）の高度化，市場の寡占化等に
対抗し，変化する個 人々（特に若年層）や集団
の多様なニーズに応えることで，オンラインで
のPSMコンテンツやサービスへのユーザーの
接触を拡大し，そのプレゼンスを維持するとい
うねらいを持つ。

しかし，ここで我々は一つの既視感を覚え
ざるを得ない。2章でみたように，この「戦略
2017」の課題認識と対応戦略（サービス開発，
イノベーション構想）は，その技術基盤の違
い，環境変化はあるものの，12年前の欧州評
議会，EBU等のオンライン・サービス開発の方
向性，イノベーション構想と，概念的にもまた
手法的（特に個人化公共サービスの開発，オン
ライン・フォーラムの構築等）にも，類似して 
いる27）。また，伝統的なコンテンツ形式，制
作・報道体制，配信形式，組織構造はもはや
その目的を果たせず，そのすべての抜本的構
造転換が必要である，という現状認識，危機
意識も欧州PSM関係機関の発行する出版物
で繰り返し表明されてきている28）。しかし，「戦
略2017」で改めてその必要性が強調されてい
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ることからもわかるように，双方向の対話型の
「パーソナル・サービス」は，一部の放送・通信
連動サービスやBBCの「AIチャットボット」29）

などの実験的試みを除き，実現していない。ま
た，組織構造の抜本的転換に関しては，先進
例として，BBCがマルチ・プラットフォーム配
信に対応するために制作，報道の組織改革を
行ったこと30）や，データ・ジャーナリズムやソ
リューション・ジャーナリズム開発での「データ
解析技術」の導入等の試みは評価されるべき
であるが，これらも「戦略2017」で語られた既
存の制作・報道の手法や組織構造の抜本的転
換とは考えにくい。

こうしたイノベーションの停滞について，著
名なPSM研究者であるG.Lowe氏は，EBU
の報告書（2016）において以下のような見解を
述べている。
「旧組織（公共放送）の構造，実践，認識

の起源でもある遺産（「放送」概念）は（中略），
双方向のコミュニケーションが一方向の伝達よ
りも好まれ，参加がプロフェッショナリズムより
重要であり，独立よりもコラボレーション，内
容よりも文脈（コミュニケーション）が優先され
るメディア生態系においては合併症を伴う」31）

Lowe氏の見解にもあるように，欧州PSM
のオンライン・サービス開発のイノベーション
の停滞傾向には，メディア環境や市場，視聴
者のニーズの変化等の外在的要因だけではな
く，欧州各国のPSMが放送事業者として保持
せざるを得ない「自己認知バイアス（＝オンラ
イン・サービス開発における“放送”モデルへ
の無意識的固着）」という内在的要因が存在す
る可能性があると考えられる。次章ではこの欧
州PSMのオンライン・サービス，特に双方向

のパーソナル・サービスの開発に関するイノベー
ションの構造的阻害要因について，EBU自身
が言及したいくつかの文書をもとに検証する。

5. 欧州 PSM の
パーソナル・サービス開発の　

阻害要因の検討

本章では，EBUがその最大の目標とする双
方向のパーソナル・サービス（個人化公共サー
ビス）の開発に関するイノベーションの停滞に関
して，その阻害要因を外在的要因と内在的要
因に分けて検証していく。

5-1 「個人化公共サービス」開発の
      外在的阻害要因

外在的阻害要因に関しては，①技術的阻害
要因，②市場的阻害要因，③理念的阻害要因，
の3点からみていく。①②については，EBU
の欧州委員会（European Commission）への
市場競争政策への意見書 32）の中の，GAFA等
による個人データの独占や技術的市場支配に
関する報告の内容を参照・要約する。③につ
いては，Sunstein（2017），Kalogeropoulos, 
Nielsen（2018）33）等の調査内容を要約する形
をとる。

5-1-1 技術的阻害要因

① 開発「リソース」の欠如＝個人化サービス開
発のために必要な「個人データ」の不足，収
集手段の限界（独自のサイト，プラットフォー
ム，アプリのみ）。／ 

▲

GAFA，Netflix等
の「個人データ」収集の独占化とその利活用
技術の機密化。
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② 開発技術の高度化，専門性による障壁

▲

AI（機械学習，自然言語処理，自動最
適化等），データ解析（リアルタイム行動
解析，プロファイリング等），サイバーセ
キュリティー（個人データ保護等），マイク
ロ・ターゲティング等のマーケティング技
術などの専門性，および人材の不足。／ 

▲

GAFA，Netflix等の自動最適化技術や
サービスとの格差の拡大。／ 

▲

公共機関
としてのPSMの「個人データ」収集に関す
る制度や規制の未整備，およびデータ管
理等のアウトソーシングのリスク。／ 

▲

サー
ビスが商業セクターと競合する場合は，商
業セクターとの共同技術開発，技術協力の
調達が困難。

③ 技術開発目標に対応するコンテンツ，サービ
ス開発の停滞

▲

コンテンツの不足＝仮に個人データを獲得
し，双方向・個人化公共サービスが技術
的に実現しても，それに対応するコンテン
ツは現在のところ放送関連コンテンツの
み。総合編成・専門チャンネルの一部とし
て「一般向け」に制作されるコンテンツは，
個々のユーザーの細分化されたニーズへの
対応が困難。クローズドな放送型コンテン
ツは双方向に不適応。

▲

若年層のオンラインでのニーズに対応する
「サービス」 開発の停滞＝オンラインでの
若年層のニーズが「コンテンツ」そのものか
ら「サービス（利活用），コミュニケーショ
ン，ソリューション」に移行しつつあること
はBBC（2015），EBU （2016）の調査，研
究からも明らかになっている34）。しかし，
現在までこれらのニーズに対応する「サー

ビス形式」の具体化例は，BBCチャット
ボットやいくつかのPSMによる双方向教
育アプリの開発などのわずかな例を除いて
発表されていない。

④技術開発におけるコンテンツ・配信・制作関
連技術の優先（サービス開発の停滞）

▲

BBC R&D Objectives 2017-27 Charter  
period35）ではこの期間の技術開発の優先
事項として，第1に「流通／配信」，第2に

「制作」，第3に「新たなコンテンツ」を挙
げている。

この文書では，コンテンツ開発（VR，AR等）
や制作技術（音声認識メタデータ自動生成，
IPベース制作標準化等），配信技術（AI機械
学習，個人データ解析による配信カスタマイズ，
音声アシスタント対応自然言語処理等）などの
高度化に関しては具体的な記述がみられるが，
EBUの「個人化公共サービス」に関連する記
述は，例えば ｢パーソナライゼーション，参加，

（ユーザーとの）パートナーシップを戦略の中核
に置き，その提供をより顕著なものにし，誰も
が恩恵を得るようにする｣であるとか，「よりパー
ソナルで，応答的で，共有可能な経験への
アクセスを提供する」といった抽象的なものと
なっている。ここに記述されていない関連実験
や開発が行われている可能性はあるが，少なく
とも「BBC R&D Objectives 2017-27」のAIや
データ解析技術等の導入に関する記述のほと
んどが，従来のコンテンツ制作や配信の高度
化に関するものであることは事実である。EBU
の技術開発の流れ 36）も同様の傾向にあり，こ
れらからもEBUやBBCの双方向の「個人化公
共サービス」開発への意向の表明と，技術開
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発の方向性のギャップ（サービス開発の停滞）
が生じていることがわかる。

5-1-2 市場的阻害要因

▲

GAFA，Netflix等との市場格差（スケール・
メリット，先行者利益）の拡大。

▲

GAFA，Netflix等の利潤を最大化させる配
信技術（アルゴリズム）による市場，プラット
フォーム支配，PSMコンテンツの商品化，市
場への吸収。

▲

商業セクターによる競合コンテンツ，代替サー
ビスの開発誘発のリスク。

5-1-3 理念的阻害要因

①個人化・自動最適化技術が生み出す社会的

不利益

個人化・自動最適化技術は，社会の断片化，
集団分極化，フィルターバブル，民主主義の基
本となる「共通経験」「セレンディピティー（思い
もかけない情報との出会い）」の消失（Sunstein 
2017）37）など，インターネットの技術基盤に起因
する不可避的な社会的不利益を生じさせるとい
う調査・研究の結果と，欧州PSM，EBUの個
人化された「公共サービス」の開発目的（マイノ
リティー・サービス，断片化された社会の架け
橋等）との矛盾。

②新たな形式のデジタル・デバイドを生成・拡

大させるリスク

現在では「個人化（自動最適化）サービス」
が個人の属性に関わる新たな形式のデジタル・
デバイドを生じさせることが確認されている 

（Kalogeropoulos, Nielsen 2018）38）。これは，
個 人々への情報・サービス提供の自動最適化
が，ユーザーの収入，教育レべル，育成環境

等の属性を自動的に反映してしまうことから生
じるデジタル・デバイドである。収入や教育レ
ベルが高く，よりよい育成環境で育ったユー
ザーが，自動的に高品質の情報やサービスを
享受し，逆の場合には，必然的により劣悪な
情報やサービスが提供される。また，その格
差はAIの機械学習によって拡大し続ける。こ
のことは欧州評議会「勧告」に示された，双方
向の「個人化公共サービス」の目的であるアク
セシビリティーの向上によるデジタル・デバイド
の解消，社会的包摂等と矛盾する。

5-2 「個人化公共サービス」開発の
      内在的阻害要因

双方向の「個人化公共サービス」開発の停
滞の内在的阻害要因については，近年，EBU
がPSMの 経 営 層に向け て発 行したLowe.
G, （2016）“PSM in the 21st Century: What 
Value and Which Values?”（以下，PSM21）39）

の該当箇所の内容を以下に要約する（「　」内
は引用）。

5-2-1 オンライン・サービス開発を阻害する

“放送”“コンテンツ”“配信”概念への固着

「PSM21」では，双方向のパーソナル・サー
ビスの開発等の停滞の内在的要因として，先に
も引用したように「放送」概念への固着を挙げ，
次のように指摘している。
「旧組織（公共放送）の構造，実践，認識

の起源でもある遺産（「放送」概念）は（中略），
双方向のコミュニケーションが一方向の伝達よ
りも好まれ，参加がプロフェッショナリズムより
重要であり，独立よりもコラボレーション，内
容よりも文脈（コミュニケーション）が優先され
るメディア生態系においては合併症を伴う」
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ここで指摘されている，旧組織の遺産として
の「放送」概念への固着は，現在も放送事業
者として活動するPSMが，調査データからオン
ライン・ユーザー，特に若年層が「コンテンツ」
そのものよりも「サービス（利活用）」「コミュニ
ケーション」「ソリューション」を求める傾向 40）

があることを理解していても，実際のサービス
開発では「放送」概念に由来するコンテンツ，
制作，配信技術の高度化，個々のユーザーに
最適化された「コンテンツ配信」の開発を優先
させてしまう傾向に顕在化している。結果とし
て，EBUの「戦略2017」で「新たなスキル」と
して中核的目標とされた「より個 人々に関与し，
関係構築」を行う双方向の個人化された「公共
サービス」の開発は，（関連技術，サービス，リ
ソースの不足と相まって）半ば無意識的に回避
されてしまうリスクが生じている可能性がある。

5-2-2 「コラボレーション」の障壁

～PSMの組織構造，制作ワークフローの閉鎖性～

前節でみたように，現在，欧州PSMが双
方向の「個人化公共サービス」を開発するため
には，AIやビッグデータ解析，データセキュリ
ティーなどの技術の不足，個人データなどのリ
ソースの不足，また技術開発のための外部と
のネットワークが限定されているという現実が
ある。当然，このことはEBUでも早くから認
識されており，外部の公共セクター，民間組
織，企業などとのコラボレーションの必要性が
繰り返し主張されてきた。また，そのために放
送事業者としての組織文化，組織構造の抜本
的転換が必要であるという認識も，事あるごと
に示されてきた。「PSM21」ではそうした「コラ
ボレーション」「組織文化，組織構造の転換」
の阻害要因についても詳細に検討されている。

以下，該当する記述を引用する。

コラボレーションの内在的阻害要因

「多くのPSM事業者は，今日コラボレーショ
ンが戦略的に重要であることに同意している
が，そのための新たなサービス開発，組織改
革は旧組織（公共放送）にとっては予算の増大
とトレードオフの関係にある」
「歴史的な権威ある組織としての公共放送は

その規模，組織，制作過程，意思決定におい
て伝統的価値を優先しており，PSMへの体制
的刷新を困難にしている。伝統的資産はプラッ
トフォームとしての資産価値を持つが，同時に
足かせにもなっている。これらは外部とのコラ
ボレーションを困難にしている」

次に「PSM21」で挙げられている具体的なコ
ラボレーションの阻害要因を要約して引用する。

①PSMの既存組織構造の負債

▲

PSM組織は伝統的権威を持ち，大規模であ
り，操作が複雑で，変更が困難。組織構造，
評価基準の固定化，人材の専門化等が変化

（組織改革，コラボレーション）に抵抗する
価値観や専門性への固着を浸透させている。

②制作ワークフローの「専門性」「閉鎖性」

▲

PSMの制作ワークフローは伝統的な個別
の専門分野に特化された制作過程と専門的
なスキルを持つ制作者による，排他的プロ
セスである。そこではプロとしての専門性の
向上が志向され，必然的に専門外のタスク，
外部との協働，組織変更への強い抵抗が存
在する。
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③PSMの外部セクター（政，財，官・学・民）

とのコラボレーションにおける複雑性

▲

公共機関（非営利組織）としてのPSMのコ
ラボレーションでは，参加セクター間の目的
の調整とともに，参加セクターそれぞれの貢
献・負担・権利・利益配分の調整（特に商業
セクターの参加の場合）や，PSMの拠出等に
対する公共的価値の査定とその基準の設定，
業務範囲の制度的・法的制約との不適合の
調整，独立性の維持などが要求される。こ
れらによってPSMのコラボレーションの“複
雑性”“コスト”は不可避的に増大する。

5-3 〈小括〉
欧州PSMの「個人化公共サービス」開発

に関するイノベーション停滞の構造

本章では，EBUの「戦略2017」で示された
デジタル戦略の最大の目標の一つである，よ
り個 人々に関与し，関係構築を行う双方向の

「個人化公共サービス」の開発に関するイノベー
ションの阻害要因を，外在的要因と内在的要
因に分けて抽出した。結論としては，AI，デー
タ解析，マーケティング，セキュリティーなどの
技術と，技術開発のための個人データ等リソー
スの欠如や不足，またGAFA等との市場格
差，サービス格差の拡大などの外在的要因と，
PSMのサービス開発における「放送」概念（＝
コンテンツ／配信）への無意識的固着や，制度
的な組織構造の閉鎖性による「コラボレーショ
ン」の阻害などの内在的要因が相互に影響し，
それらが双方向の「個人化公共サービス」開発
のためのイノベーションの「二重の拘束（Double 
bind）」となって，その「停滞」と「反復」をも
たらしている可能性を示唆した。

ここで1点だけお断りしておきたいことは，こ

こに挙げた阻害要因は，EBU自身の見解を含
めて，あくまで一般化された批判的検討による
ものであり，現実にはEBUや各国PSM組織
において，すでにこれらの阻害を乗り越える革
新的な成果や優れたイノベーションが実現され
ている可能性も十分にある，ということである。

6. おわりに：
PSM の未来のイノベーションのために

本章では最後に本稿全体の総括とともに，
今後，世界の公共放送，PSMがAI，IoTなど
の次世代基幹技術による社会，市場，メディ
ア環境の構造転換に対してどのように適応して
いくべきか，そのヒントとなる一つの成功事例
を紹介し，そこから今後，PSM，公共放送が
新たなイノベーションを構想する際に参照しうる
いくつかのコンセプト（概念モデル）の抽出を
試みたい。

6-1 全体総括

本稿では，まず2007年当時の欧州での「公
共放送からPSMへの転換」構想とデジタル
戦略（オンライン・サービス）の理念と目的を，
欧州評議会の「勧告」から確認した。当時の

「PSMへの転換」の目的は，公共放送のサービ
スをインターネットへと拡張することで，公共放
送が直面していたさまざまな問題を解決し，そ
れまで公共放送が果たしてきた公共的役割を，
新たな技術（双方向サービス等）を駆使したオ
ンライン・サービスの開発によって強化する，と
いうものだった。

次に，我々はこうした初期PSM構想が，現
在ではどのような状況にあるかを，欧州の調
査データから確認し，それに対するEBUの
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課題認識と対応戦略（オンライン・サービス開
発，イノベーション構想）がどのようなものであ
るかを検証した。その結果，近年のGAFA，
NetflixなどのAIやビッグデータ解析，マーケ
ティング技術のメディア市場への導入によって，
メディア環境やコミュニケーション形式，ユー
ザーニーズが急激に変化し，その影響でPSM
のオンラインでの市場競争力，シェアが低下し
ていること，また商用サービスとの技術的な格
差の拡大などが確認された。加えてOTTの普
及，コミュニケーション形式やニーズの変化に
よる「若者離れ」の加速，「若年層のニーズと
の乖離」の拡大も確認された。さらには，こう
した危機的な状況に対する現在のEBUの対応
が，初期PSM構想でのデジタル戦略，オンライ
ン・サービス開発の目標を，内容的・手法的に

「反復」する傾向があること，特にそれが，長
年にわたり欧州PSMのイノベーションの主要
な目標とされてきた双方向の「個人化公共サー
ビス」開発において顕著であることが確認さ
れた。

次に，双方向の「個人化公共サービス」開発
に関するイノベーションの停滞の構造的阻害要
因を，EBUの戦略文書「PSM21」などをもと
に外在的要因，内在的要因に分けて抽出した。
そして結論として，「外在的要因（開発技術，
リソース，サービス等の不足，GAFA等との市
場格差，サービス格差の拡大等）と内在的要
因（サービス，技術開発における「放送モデル」
への固着，組織構造の閉鎖性等）が相互に影
響し，欧州PSMのイノベーション（「個人化公
共サービス」開発）の「二重の拘束（Double 
bind）」となって，その停滞や反復をもたらして
いる可能性を示唆した。

総体としては現在，英 BBCなどの欧州主要

PSMのオンライン・サービス，特にニュース配
信は，国内はもちろんのこと，グローバルにも
高い評価と信頼を得ており，フェイクニュースな
どが氾濫するインターネット，SNSなどのプラッ
トフォームにおける「信頼の島」41）として，その
公共的使命を遂行し，公共セクターとしてのプ
レゼンスの維持に成功している。一方で，欧
州PSMは当初想定されたオンラインでの「公
共的使命（社会的統合・包摂，市民の民主的
参画，断片化された社会の架け橋，マイノリ
ティー・サービス等）」の実現という面では，そ
の目的を十分達成しているとは言い難い状況
である。

また欧州PSMは，オンラインでの若年層へ
のリーチを獲得するためにソーシャルメディア
などに進出し，それぞれのプラットフォームに
最適化する努力を継続的に行ってきた。また，
多様化する個 人々のニーズに双方向で応えるた
めに「AIの機械学習」「ビッグデータ解析」「自
動最適化」など，商用マーケティング技術の導
入を試みてきた。しかし，これらの努力は必然
的に公共サービスの商業主義化やコンテンツの
商品化を惹起し，またフィルターバブル，セレ
ンディピティーの減少，集団分極化，デジタル・
デバイドの拡大などの弊害を伴うことも，さま
ざまな調査・研究から明らかになっている。

 欧州PSMのオンライン・サービス開発，イ
ノベーションは当初からこのような「技術的（ア
ルゴリズム）に支配された市場＝商用プラット
フォーム」の中で，「個人化公共サービス」の開
発と普及を行うという，極めて困難な課題を抱
えてきたといえるだろう。

6-2 PSMの未来のイノベーションのために

今後，日本も含めた世界の公共放送やPSM
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には，先行例である欧州PSMが現在直面する
困難な状況やイノベーションの停滞を超克し，
かつ，AIやIoTなどの次世代基幹テクノロジー
による社会，産業，市場の根本的な構造転換
に適応しながら，商用メディアには代替できな
い「公共サービス」を市民に提供し続けていく，
という極めてチャレンジングな使命が課されて
いる。このこれまでにない使命の達成のため
には，既存の方法論や発想によるイノベーショ
ン構想の「反復」を回避しつつ，今ある「放送」
や「オンライン・サービス」の機能を，これまで
とは「別様なもの」としてとらえ直し，その新た
な可能性（利用法）を探るような「思考実験」
が求められるのではないだろうか。

本稿では最後に，PSMと同じように最先端
のテクノロジーも莫大なリソースも持たないにも
かかわらず，グローバルな「公共サービス」のイ
ノベーションを実現している一つの「放送では
ない」成功例を紹介し，そこからいくつかのコ
ンセプトを抽出することで，上記の「思考実験」
のための一つの端緒としたい。

6-2-1 ユニセフの

     「RapidPRO」「U-Report」の実践

ここで取り上げるのは，現在，UNICEF（国
際連合児童基金，以下，ユニセフ）がグロー 
バルに展開するプロジェクトであるRapidPRO

（ラピッド・プロ〈=ソフトウエア〉）とその事例
U-Reportである。まず，RapidPRO，U-Report 
が具体的に何を実現しているのかを手短に確認
しよう。ユニセフはRapidPROを利用したプロ
ジェクトを「希望を生むイノベーション」と位置
づけ，『unicef news』では次のように説明して
いる。
「RapidPRO（ラピッド・プロ）…ユニセフが

開発した携帯電話のショートメール機能（SMS）
を利用する情報収集・発信のオンライン・シス
テム。オープンソースで，現在では様々なアプ
リに応用されており，支援現場の情報をリアル
タイムに把握する集計，分析の基礎システムと
なっている」42）

　
現在では，RapidPROは固定電話や現地

で普及している商用SNS（Facebook，Whats 
App 等）などとの連動も可能である。開発
者で，2013年に米『TIME』誌の「最も影響
力のある100人」に選ばれた古知エリカ氏は
RapidPRO開発のメリットを当時，次のように
表現している。
「この技術によって，私たちは一夜にして支

援を提供している人たちと会話ができるように
なったんです」「どこに支援の手が届いていな
くて，誰が必要なサービスを利用していないの
か，何が問題なのか，こうしたことがリアルタイ
ムで分かります。何かが起きた後ではありませ
ん。“今”何が起きていて，私たちに何ができる
かを知ることができるのです」43）

現在では，RapidPROにはこのようなリア
ルタイムの情報収集・解析だけでなく，キャ
ンペーンや広告を通じて利用希望者にショート
メールで年齢，性別，職業，居住地域などを
登録してもらい，作成したデータべースをもと
に，特定集団へ情報を一斉同時配信する機能
も実装している。アフリカでは「エボラ熱」に
ついての正しい知識や防御法がこのネットワー
クによって迅速に伝えられた。また個 人々の発
する意見，声をリアルタイムに集計する双方向
機能も備えている。次にこのRapidPROの応
用例であるU-Reportが実現している公共サー
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ビスについて，『unicef news』の該当部分を以
下に要約する。

U-Report

▲

アフリカで，現在42か国970万の若者に利用
されているU-Reportは，現地の若者が，国
や地域の問題に対し，一人ひとり声を上げ，多
様な意見を共有できるサービスで，ウガンダで 
は週に一度，40万人もの若者たちがSMSで
アンケートに答え，ユーザー同士の意見交換
を行っている。それまで見過ごされてきた若
者たちの声は，即座に集計，解析され，国
会議員などの政府関係者に配布されるため，
政策決定に一定の影響力を持つ 44）。

U-Reportは，ウガンダをはじめとするアフリ
カの多くの国でSNSの無料化にも取り組んで
いるという。

次に現在，RapidPROを応用したプロジェク
トが世界でどのくらい利用されているか，デー
タをみてみよう。

普及と利用者（2018）

『unicef news』によると，RapidPROプロジェ
クトは，2013年からサービスが開始され，現在
までにすでに世界53か国で応用システムが導
入されている。その利用者は保健情報システム
18か国8,580万人，若者向け情報システム（U- 
Report）42か国970万人，その他の利用者28
か国330万人となっている 45）。

以上，ユニセフのRapidPROによって実現さ
れている公共サービスをみてきたが，特にウガ
ンダの若者向けサービスU-Reportは，若者た
ちに双方向の参加（意見・表現）の機会や実

生活上のソリューションを提供できる機能を持
つ点において，欧州PSMが実現をめざす個々
人，集団のニーズに対応する双方向の「個人化
公共サービス」と形式的に極めて近いものとい
えるのではないだろうか。

そしてここで注意すべきは，RapidPROを応
用したシステムは，災害などの非常時だけでは
なく，日常的に特定の個 人々，集団の私的な
生活の問題（水，貧困，犯罪，近隣の諍い，
子育て，健康，教育，就職等）の援助（ソリュー
ション）の提供を実現している点である 46）。そ
の際の基準は，それらの問題が子どもや青少
年の「権利（人権・市民権等）」と「Well-being

（身体的，精神的，社会的に良好な状態）」に
関わるか否か，という一点である。これらの
サービスをユニセフは，AI，データ・テクノロ
ジーなどの高度な技術を用いずに，誰にでも使
える既存のテクノロジーとローエンドのデバイ
ス，商用ネットワークを利用して実現している。
次項では，最後にこのユニセフのRapidPRO
プロジェクトから，PSMの未来のイノベーショ
ンが参照しうるいくつかのコンセプトを抽出し，
筆をおくことにしたい。

6-2-2 考察：

ユニセフ“RapidPRO”プロジェクトの革新性

筆者が今後のPSMのイノベーションに関連
して「RapidPROプロジェクト」から抽出する
革新的なコンセプトは，①「オブジェクト（目的）
志向（Object-oriented）」，②「プル（Pull）」，
③「ボトムアップ（Bottom up）」，④「オープン

（Open）」の4つである。以下，これらのコンセ
プトの内容を，今後のPSMのイノベーション
に関連づけながら簡単に説明していく。
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①「オブジェクト（目的）志向（Object-oriented）」

この概念はソフトウエアや製品開発に使用
されるもので，まず達成したい具体的な「目的

（object）」を定めて，そこから遡って，完成モデ
ルを構成する要素，構造，プロセスを抽出すると
いう方法論（Reverse engineering）をさす。こ
こでの「目的」は「目標」ではなく「結果」を意
味する点に留意されたい。RapidPROの場合，
当初は連絡員などの人力に頼っていた，援助
の届きにくい地域の子どもたちの情報を知るた
めに，“援助を必要とする子どもや家族をリア
ルタイムにモニタリングし，当事者の声を聞き，
彼らが今必要とする情報，行動ガイド，援助
を，迅速に必要な人すべてに届ける”という目
的＝結果が設定された。これを分野等の違い
を捨象して，PSMのイノベーション構想（「個
人化公共サービス」開発）と対比した場合，公
共サービスの目的（何を実現するのか），対象

（誰に），内容（何を提供するのか）がいずれも
抽象的な「目標」にとどまっていることが確認
できる。

②「プル（Pull）」

2つめの概念は，MITの伊藤穰一氏が提唱
する概念で，具体的な目的（例：東日本大震
災時の福島への放射線計量データ，計測器提
供）47） の実現のために必要な技術，リソース， 
ネットワークを，現に利用可能なもの，あるい
は技術（開発能力）やリソース，ネットワークを
すでに所有する組織，人々から調達する（＝プ
ル，Pull）という考え方である。RapidPROが

「目的」を達成するために調達した技術，リソー
ス，ネットワーク（商用電話，SMS，SNS），
デバイス（携帯電話）などはほとんどすでに
普及し，利用されているものであり，またロー

エンド，ローコストなものばかりである。水道
もない村の主婦，若者たちにも，携帯電話，
SMSが普及するアフリカの状況が，そのまま
RapidPROの援助インフラ，ネットワーク構築
構想につながっている。このことは欧州PSM
が，AI，ビッグデータ解析，自動最適化など
の自前の技術，リソースが欠如，不足する分野
のサービス開発，イノベーションを長年めざし
てきた方向性とは異なるアプローチといえよう。

③「ボトムアップ（Bottom up）」

3つめの「ボトムアップ」はよく知られてい
るように，政治学，マーケティングなどで市
民，消費者の側から自発的に，政府や組織の
上層部に意見や要求が表明される形式をさす。
RapidPROの場合，援助に必要な情報，デー
タあるいは意見やアイデアが，援助を必要とす
る当事者や関係者から直接，自発的（ボトム
アップ）にネットワークを通じて送られてくるシ
ステムが構築されている。同時にこのネットワー
クは，情報を提供した一人ひとりが直接，援助
やサポートを受け，周囲と情報を共有するため
の双方向のツールでもある。生活レベルでの援
助やソリューションを必要とする人々は，一つひ
とつの声を受け止めてくれるツール，システム，
機関さえあれば，自発的に情報（データ）を提
供し，受け取ったソリューションを周囲の人 と々
共有するという一つの実例を，RapidPROプロ
ジェクトは提供している。

この「ボトムアップ」で人々の公共サービスへ
の「ニーズ」，あるいはマイノリティーなどの「声」
を収集するシステムは，「個人データ」や視聴者
との「双方向コミュニケーション・ツール」「オン
ラインの討議空間」等を持たないPSMの公共
サービス開発にとって重要なポイントであるが，
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ここで忘れてはならないことは，RapidPROの
場合，人 （々参加者）は自発的にニーズや意見
を表明することの具体的な意味（データ，意見
の提供）とその「目的（援助，ソリューション
の獲得，意見の反映）」を知っており，それが
サービスの提供者であるRapidPROと共有され
ている点である。

さらに興味深いのは，内容は全く異なる
が，同じ現象が YouTubeなどの商用ソーシャ
ルメディアの「投稿」「Q&A」「やってみた」な
どでも生じていることである。若者たちは日々
YouTubeで，日常の細々とした問題（メーク，
DIY，スポーツやダンスのノウハウ，製品の使
用法）から，身近ないじめ，貧困，受験，就
職，精神的な問題（悩み等）に至るまで，公式
には得られないさまざまな情報や他者の経験

（ソリューション）を発見し，共有（参加・表現・
コミュニケーション）し合っている。ここでは
その内容の価値，信憑性，信頼性については
問わない。重要なのは，市民参加や市民との
直接的なコミュニケーションを必要とする公共
サービスの場合，その目的（RapidPROの場合
は援助，サポート）と手段（当事者の参加）の
意味が明確に人々に理解され，承認される必
要があるという「前提」の確認である。前述の
2015年の英 BBCの調査では，若年層の62%
が，PSMのニュースにソリューションを求めて
いることがわかっている 48）。その後，BBCは
ソリューション・ジャーナリズムの開発に着手
している。こうした方向性は大いに歓迎される
べきだが，RapidPROの「自発的な市民参加・
双方向ネットワークの構築」が示した「ボトム
アップ」「目的の共有」というコンセプトも，今
後 PSMのサービスへの若者たちの関心を喚起
し，イノベーションを成功させるための一つの

重要な参照点となる可能性がある。

④「オープン（Open）」

最後の「オープン」は，横断的なコラボレー
ションに関わる概念で，RapidPROプロジェク
トでも実践されているが，説明に関しては直接
RapidPROとは関連しない事例を取り上げた
い。それはユニセフが2016年に立ち上げたベ
ンチャーファンド「ユニセフ・イノベーション基
金」である 49）。その目的は「子どもたちの人生
を変える，あたらしい技術を提供できる企業
を見出し，その実用化を目指して投資する」50）

ことである。出資者にはGoogle，Facebook，
IBMなどの名だたるIT企業が名を連ねてい
る。設立以降，AI，AAC （補助代替コミュニ
ケーション），ドローン，VR，ブロックチェーンな
どの技術を，子どもや青少年の支援，援助の
高度化や，教育，職業訓練方法の革新などへ
応用することを目的とする58のプロジェクトが
進行中である。

我々の参照点は，この「ユニセフ・イノベー 
ション基金」では，新たな形式の商業セクター 
とのコラボレーションが実践されている点であ
る。それを一言でいうと，公共セクターと商業セ
クターが協働して「共有価値（shared value）」
を生み出すというものである。「共有価値」と
は，アメリカの経済学者であるM.Porterが
2006年に提起した概念で，「企業による経済
利益活動と社会的価値の創出（＝社会的課題
の解決）を両立させること」とされる 51）。 それ
までの企業の社会貢献が，寄付や公共事業へ
の協力にとどまっていたのに対し，「共有価値
の創造」では，企業がその「営利活動」その
ものによって「社会的課題の解決」に貢献する
という転換がなされている。すでにこの概念は
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EUやEBUの文書にも使用されるポピュラーな
ものである。ここで我々が注目すべきは，「ユ
ニセフ・イノベーション基金」がこの「共有価
値の創造」という概念によって，AI，ビッグ
データ解析，IoT，自動最適化などの最先端
技術をリードするGoogle，IBM，さらに世界
最大級のネットワークとソーシャル・ビッグデー
タを所有するFacebookとのパートナーシップを
構築したという事実である。このファンド自体
がGoogle，IBM，Facebookの営利活動であ
ることは間違いない。彼らがユニセフとともに
最先端技術による公共サービスのイノベーショ
ンを実現する企業を選び，出資するのである。
互いの利益と成功のために，Google，IBM，
Facebookはその知識，経験，技術，リソー
ス面でのサポートを行う。さらに市場の独占，
個人データ流出，フェイクニュースの氾濫など
によって世界的に批判を浴びるFacebookや
Googleは，このプロジェクトで社会に貢献する
ことによって，自らの社会的信頼を回復し，そ
の事業（営利活動）の健全性を世界にアピール
することを期待しているはずである。

つまり，「ユニセフ・イノベーション基金」は，
公共セクターと商業セクターの壁を「共有利益
の創造」という「オープン」な概念の導入に
よって乗り越えようとする試みなのである。こ
のイノベーションは，ユニセフには高度な最先
端技術が導入された「新たな公共サービス」を，
一方で，Google，Facebook，IBM等には「利
益と社会的信頼」という恩恵をもたらす可能
性がある。前章で欧州PSMの現在のイノベー
ションの外在的阻害要因として，GAFAとの
技術力，市場競争力，リソース，サービス等
の圧倒的格差を挙げた。しかし，ユニセフは
逆に「共有利益」を生み出す「オープン」なコ

ラボレーションによって，Google，Facebook，
IBMの技術力やネットワークを「子どもたちの
人生を変える公共サービス」の開発のために利
用することに成功している。ここで公共放送，
PSMが未来のイノベーションのために参照すべ
き点は，既存の公共セクターと商業セクターの
コラボレーションの障壁（市場競合，営利活動
への加担，公的財源の投入の是非等）は，ユ
ニセフにおいては，その「目的（＝援助）」の普
遍性と具体性，そして既存の障壁にとらわれな
い「オープン」な組織文化によって超克されて
いるという点である。

以上，ユニセフのRapidPROプロジェクトと
「イノベーション基金」という2つのイノベーショ
ンから，PSMが今後参照しうるコンセプトとし
て，「オブジェクト志向」「プル」「ボトムアップ」

「オープン」を抽出した。　
これらは「今あるもの（技術，メディア，デバ

イス，ネットワーク）」を人々の「Well-being」の
ために「再定義（別様でもありうる可能性の発
見）」し，そこから新たな価値，意味，コラボ
レーション，ネットワークを生み出す試みの中
から生まれた「概念モデル」である。

こうしたネットワークに「放送」の持つ，他の
オンライン・メディアには代替できない「ジョイ
ント・アテンション（リアルタイムに共通の注目
を生み出す）機能」，4K，8K，VRなどの高度
な放送関連技術，優れた取材力とグローバル
なネットワークを持つジャーナリズム，さらには
AIやデータ・テクノロジーを駆使したソリュー
ション・ジャーナリズム等の新たな手法が融合
されることを想像することは，今後のPSMの
新たな「公共サービス」の可能性を考えるうえ
で，一つの重要な方向性を示しているといえる
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のではないだろうか。当然のことであるが，現
実には，現在の「公共放送制度」やPSMの

「ユニバーサル・サービス」の理念の再定義等
の多くの課題が存在する。現在，国際的公共
放送研究者組織のRIPEが「ユニバーサル・
サービス」の再定義をテーマにした論集を準備
中であり，またM.Horowitz（2016）はPSM
の公共サービスへの「人権アプローチ」の導入
を提唱し，研究を続けている。さらにメディア
研究者のN.Couldry（2010），山腰（2014）らは，
現在のメディアと民主主義の危機に対し，人々
の多様な声を相互に関係づける「声／聴くこと

（Voice ／ Listening）」のジャーナリズムの必
要性を提唱している 52）。これらの研究も今後の
PSMのイノベーションに関連する重要な課題を
示唆しているといえるだろう。

最後にユニセフの機関誌が，イノベーション
の意味について述べている部分を引用して，本
稿を閉じたい。

「たんに新しい技術をイノベーションというの
ではありません。イノベーションとは，これか
ら未来が良くなっていく，という希望を私たち
に示してくれるものです。たとえ既存のもの同
士の結合であっても，（それが）潜在的に望ん
でいた変化をもたらしてくれるものだったとき，
人は，はっきりとそれを『新しい』と認識します」

（『unicef news』vol.260）
（いぶき じゅん）
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